
給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント

令和元年１０月

鳥取県人事委員会
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本年の給与勧告の概要

１ 月例給

○ 県職員の給与は県内民間の給与を176円（0.05％）上回っているものの、公民はほぼ均衡した水準と
なっており、据置き。

○ 月例給の据置きは、2年連続。

【民間給与との較差】

２ 特別給

○ 県職員の年間支給月数（4.00月）が民間の支給月数（4.03月）を下回っているため、0.05月分引き上げ。

〇 引上げ分は、勤勉手当に配分する。

〇 令和２年度以降の６月期及び１２月期の期末手当・勤勉手当の支給割合を均等にする。

○ 特別給の改定は、平成２８年以来３年ぶり。

≪実施時期≫

・勤勉手当の引上げ 令和元年１２月１日から実施

・６月期・１２月期の期末手当・勤勉手当の支給割合の均等化 令和２年４月１日から実施

民間給与 346,544円 較差 △176円(△0.05%)

県職員給与 346,720円
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給与改定の状況

人事委員会勧告の手順

鳥取県人事委員会では、県職員と県内民間企業従業員の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精確に比較し、その結果得られた較差等に基づき勧告
を行っています。

また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）を精確に把握し、年間の民間支給割合と職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を比較して勧
告を行っています。

ボーナス

個人別調査事業所別調査

民間企業従業員（事務・技術）と職員（行政職）との給与を比較
役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

（ラスパイレス方式）

個人別調査
４月分給与

（行政職3,137人）

議会知事

人事委員会勧告

民間の特別給の
年間支給割合との比較

（勧告の取扱決定） （給与条例の改正）

４月分給与

（3,543人を対象）

※改定の有無にかかわらず調査

・情勢適応の原則
・均衡の原則
等を考慮し、給与勧告内容を決定

給与条例改正案

民間企業従業員の給与の調査
（企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上）

【対象となる事業所241事業所のうち145事業所を調査】
県職員の給与の調査（9,943人が対象）
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公 民 給 与 の 比 較 方 法 （ ラ ス パ イ レ ス 比 較 ）

（役職段階） （学歴） （年齢） （民間給与総額[A]） （公務員給与総額[B]）

26・27歳

…

…

…

　１級（主事・技師）

…

…

…

１８・１９歳

大卒

　７・８級（課長・次長）

　９級(部長）

24・25歳

　各役職段階ごとに、「１級（係員）」と同様、学歴別、

　年齢階層別に民間給与及び公務員給与を算定

２２・２３歳

…

２０・２１歳

…

…

行政職
（事務・技術職員）

　２級（主事・技師）

　３級（係長）

　４級（課長補佐）

　５級(課長補佐）

短大卒

高卒

   民間給与総額
   ÷公務員総数
   ＝346,544円[a]

   公務員給与総額
   ÷公務員総数
   ＝346,720円[b]

１６・１７歳

　６級（課長）

………

中卒

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

平成31年の公民較差 △176 円（△0.05％） （算定方法）[a] - [b]

【職員と民間事業所従業員との対応関係】

行政職給料表

職　務　の　級 企業規模500人以上 企業規模100人以上500人未満 企業規模100人未満

９級
支店長、工場長

部　  長、部次長

８級

７級

６級

５級 課　　　 長

４級 課長代理 課長代理

３級 係　　　 長 係 　　　長

２級 主　　　 任 主 　　　任 主　　　 任

１級 係　　　 員 係　　　 員 係　　　 員

対　　　応　　　職　　　種

係　　　 長

課長代理 課　　　 長

支店長、工場長

部 　 長、部次長

課　　　 長
支店長、工場長

部 　 長、部次長 【比較に用いる給与月額】

・県職員、民間とも毎月決

まって支給する給与（基
本給と家族手当などの

諸手当を含んだ額）から
通勤手当と時間外手当
を除いた額で比較



国：405,463円(43.1歳)(減額前) 国：408,472円(43.5歳) 国：408,996円(43.5歳) 国：410,984円(43.6歳) 国：410,719円(43.6歳) 国：410,940円(43.5歳) 国：411,123円(43.4歳)

国：376,257円(43.1歳)(減額後) 県：334,734円(43.1歳) 県：334,864円(43.2歳) 県：339,320円(43.3歳) 県：341,854円(43.2歳) 県：345,088円(43.4歳) 県：345,125円(43.6歳)

県：333,166円(42.8歳)

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

420,000

平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年

円

国（参考）
鳥取県（毎年４月時点）
H25国減額後

１ 鳥取県職員は行政職給料表適用者、国家公務員は行政職俸給表（一）適用者である。

２ 平成２５年の国家公務員の給与額は、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置が講じられている。
4

鳥取県職員の平均給与額の推移
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特別給の支給月数の推移

区分 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

県内民間 3.89 4.00 4.09 4.02 3.99 4.01 4.03

県職員 3.90 3.90 4.00 4.10 4.00 4.00 4.00

※県職員の支給月数は、当該年の勧告前の支給月数（６月、１２月期）であり、県内民間は、前年８月から当該年７月までの支給月数である。
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最近の給与勧告等の状況

月例給

改定率 年間支給月数 対前年比

平成１７年 △０．３４％ ４．４５月 ０．０５月

平成１８年 △０．１２％ ４．２５月 △０．２０月

平成１９年 △０．０２％ ４．０５月 △０．２０月

平成２０年 △３．２０％ ４．０２月 △０．０３月

平成２１年 △０．８６％ ３．８６月 △０．１６月

平成２２年 改定なし ３．９０月 ０．０４月

平成２３年 △０．５７％ 改定なし ０．００月

平成２４年 △１．７８％ 改定なし ０．００月

平成２５年 改定なし 改定なし ０．００月

平成２６年 改定なし ４．００月 ０．１０月

平成２７年 １．２６％ ４．１０月 ０．１０月

平成２８年 １．０６％ ４．００月 △０．１０月

平成２９年 ０．９１％ 改定なし ０．００月

平成３０年 改定なし 改定なし ０．００月

令和元年 改定なし ４．０５月 ０．０５月

特別給
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＜勧告後の年間給与の影響額（モデルケース）＞

〇行政職１級 大卒新規採用職員（２３歳、扶養親族なし）

改定前： 2,982,400円

影響額： ＋9,320円（＋0.31%）

改定後： 2,991,720円

給与改定に伴う影響額

【勧告後の年間給与の影響額（行政職一人当たり平均）】

改定前 ： 5,532,815円

影響額 ： ＋17,246円（＋0.31％）

改定後 ： 5,550,061円 （※ 行政職平均年齢43.6歳）

〇行政職５級 課長補佐級職員（５０歳、配偶者・子２人）

改定前： 6,668,066円

影響額： ＋21,224円（＋0.32%）

改定後： 6,709,290円


